
○「航路標識整備事業景観形成ガイドライン」（平成 16 年 6 月）  

○「港湾景観形成ガイドライン」（平成 17 年 3 月）  

○「住宅・建築物等整備事業に係る景観形成ガイドライン」（平成 17 年 3 月）  

○「道路デザイン指針」（平成 17 年 3 月） 

○「海岸景観形成ガイドライン」（平成 18 年 1 月） 

○河川景観ガイドライン「河川景観の形成と保全の考え方」（平成 18 年 10 月）  

○「砂防関係事業における景観形成ガイドライン」（平成 19 年 2 月） 

○景観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」（平成 23 年 6 月） 

③③「「景景観観のの日日」」 

景観法の全面施行日である平成 17 年 6 月 1 日に開催された「日本の景観を良くする国民

大会」の大会決議において、「毎年 6 月 1 日を「景観の日」とし、引き続き美しく風格ある景

観づくりを国民運動として推進する」ことが提唱されたことを踏まえ、景観法を所管する国

土交通省、農林水産省及び環境省において、景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関

する国民の意識啓発を目的に、新たに 6 月 1 日が「景観の日」と定められました。 

④④「「都都市市景景観観のの日日」」  

快適な都市環境に対する関心の高まりを受け、良好な都市景観の形成に対する国民や企業

の意識の向上を目的に、平成 2 年に建設省（当時）によって、10 月 4 日が「都市景観の日」

として定められました。 

⑤⑤景景観観農農業業振振興興地地域域整整備備計計画画（（農農林林水水産産省省）） 

景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合させつつ、景

観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために、対象とする区域、その区域内におけ

る土地の農業上の利用に関する事項、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項、農用

地等の保全に関する事項、農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体的

に定めるものです。 

⑥⑥文文化化的的景景観観のの保保護護制制度度（（文文化化庁庁）） 

都道府県又は市町村の申出に基づき、景観法に定める景観計画区域又は景観地区にあ

る文化的景観のうち、文化財としての価値に照らし特に重要なものを国が「重要文化的

景観」として選定し、保護、保存活用に対する助成などを行っています。 

    ⑦⑦「「明明日日のの日日本本をを支支ええるる観観光光ビビジジョョンン」」（（観観光光庁庁））  
「世界が訪れたくなる日本」を目指す、「観光先進国」への新たな国づくりに向けて、平

成28年3月30日、「明日の日本を支える観光ビジョン」が策定されました。このビジョンで

は、地域固有の景観を、観光資源として「守り」、より魅力的に「育て」、まちづくりを通

して「活用」する取組を強力に進め、令和2年7月、観光立国推進会議で決定された「観光

ビジョン実現プログラム2020」では、主要な観光地における景観計画等の策定を促進し、

国内外の観光客にとって魅力ある観光地づくりを推進するとされています。 
  ⑧⑧観観光光立立国国推推進進基基本本計計画画（（観観光光庁庁））  

コロナによる変化やコロナ前からの課題を踏まえ、持続可能な形での観光立国の復活に向け

て、これまで以上に質の向上を重視した観光へと転換していくこととされ、良好な景観の形成

においては、主要な観光地における景観計画の策定や同計画に基づく重点的な景観形成の取組

等を促進することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 山口県における景観形成 

の施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 





第第２２部部  山山口口県県ににおおけけるる景景観観形形成成のの施施策策のの方方向向性性  

  

山口県では、良好な景観の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、山口県景観

条例（平成 18 年山口県条例第 5 号）の理念に基づき、同条例第 4 条の規定により、平成 19 年１月、

「山口県景観形成基本方針」として、以下の事項について定め、これに沿って施策を進めることと

しています。 

 

◆◆山山口口県県景景観観形形成成基基本本方方針針  

第第１１  良良好好なな景景観観のの形形成成のの目目標標にに関関すするる事事項項  

本方針においては、「心豊かな山口県」、「暮らしやすい山口県」及び「訪れたくなる山口

県」の三つの山口県像の実現に資する良好な景観の形成に関する目標を次のとおりとします。  

１ 県民一人ひとりが、心地よい景観を感じる心や地域での景観を共通の資産として認識す 

る心を持てるように、景観への意識を啓発すること。 

２ 地域の景観形成において活躍できる人を育成するとともに、県民一人ひとりが楽しく活 

動に参加できる環境を整備すること。 

３ 県民一人ひとりが日常の身近な景観に目を向け、身近な景観をかたちづくる生活の営み 

を継続し、また、地域での祭りや年中行事の活動等を意識することにより、生活の営みを 

形成できるように支援すること。 

４ 地域の良好な自然景観、歴史的、文化的景観を地域の個性として形成すること。 

５ 周辺との調和や地域らしさの具体化など公共事業における先導的な取組を進めることに

より、民間建築活動等を誘導し、良好な景観要素となる公共空間を形成すること。 

  

第第２２  良良好好なな景景観観のの形形成成にに関関すするる施施策策にに関関すするる基基本本的的事事項項  

良好な景観の形成の目標に向けて、県民一人ひとりが地域の良好な景観に気づき（再発見

し）、景観として感じ取り、住民・事業者・市町・県が一体となって良好な景観を「保全」・

「創出」・「活用」しながら、まちづくり（まち・むら・地域づくり）に取り組む『美しい

やまぐちづくり』を施策として展開します。 

１ 地域の美しい景観に対する関心づくり 

身近な景観に日常から関心を持ち、美しく心地よい景観を、県民一人ひとりが形成して

いくという意識の啓発が『美しいやまぐちづくり』に欠かせないことから、誰もが地域の

身近な景観に関心を持てるように、地域景観ワークショップやセミナーの開催、景観に関

する顕彰制度、心地よいと感じる景観の公募及び各地域における景観形成活動の情報発信

等により、地域の美しい景観への関心づくりに取り組みます。  

２ 景観を感じる人づくり・ネットワークづくり 

(1) 人、心、景観資源が循環する持続可能な『美しいやまぐちづくり』には、景観を感じ 

ることができる人づくりが重要なことから、景観の専門家である「山口県景観アドバイ

ザー」や景観形成活動を実践する「山口県景観サポーター」を育成するとともに、その

ネットワークづくりや地域景観ワークショップの開催等により、県民が景観形成の活動

に参加できる環境整備に取り組みます。 
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(2) 次代を担う子どもたちが、幼いころから景観に関心を持ち、美意識や豊かな感性を養 

う多様な機会が得られるよう、学校や地域社会において、地域の身近な景観に関する学 

習教材の作成や景観に関する学習プログラム等により、『美しいやまぐちづくり』に向 

けた教育や学習機会の提供に取り組みます。 

３ 生活の営みの持続による美しいやまぐちづくり 

(1) 地域の景観は、人々の生活が形となって現れたものであり、県民一人ひとりが地域の

景観を意識することや、マナーの向上を図るとともに、日常の営みや祭りなどの年中行

事の持続等により地域の景観を形成していくことが大切であることから、地域の実情を

踏まえたまちなみや棚田の保全活動、里山整備活動等、生活の営みの持続に向けた取組

を支援します。 

(2) 県民一人ひとりが心地よい景観の中で暮らし、身近で心地よく感じる景観を形成する 

ことが、他の地域から訪れる者にとっても魅力的であり、こうした景観を守り、育てる 

ことが、おもてなしともなることから、「山口県景観サポーター」や「山口県景観アド 

バイザー」等による心地よいと感じる景観の再発見や景観資源のデータベースの活用・ 

情報の発信等により、観光資源としての活用にも取り組みます。 

４ 個性豊かな地域景観づくり 

山口県の顔を形づくる上では、地域を映し出す鏡となる景観を「保全」・「創出」・「活用」

することが重要であり、建造物やそれらの集合体でもあるまちなみ並びにその周辺におけ

る行為を誘導・規制していかなくてはならないことから、「山口県景観アドバイザー」の

派遣等により、市町が景観法に基づいて取り組む景観計画の策定や住民と一体となって進

める景観形成等を支援します。 

５ 良好な公共空間の形成による美しいやまぐちづくり 

公共施設は、地域の公共空間を構成する重要な要素であり、また、公共事業による景観

形成は、民間建築活動等に影響を与え、良好な公共空間に導く効果が期待されることから、

公共事業景観形成ガイドラインの策定、公共事業における景観評価及び緑化の推進等を通

じて先導的に取り組みます。  

  

第第３３  良良好好なな景景観観のの形形成成にに関関すするる施施策策のの実実施施にに関関すするる重重要要事事項項  

１ 県の役割 

景観の形成においては、地域に最も近い基礎的自治体である市町が中心的役割を担うこ

とが望ましいため、「県全体に共通する景観の素地、仕組みづくり」、「景観に関する意識啓

発」、「市町及び住民への支援、広域調整」、「先導的な取組」、「人材育成・教育」を県の役

割として施策を推進します。 

２ 施策実施上の留意事項等 

施策の実施に当たっては、特に次の事項に留意するとともに、現在及び将来において県

民が良好な景観の恵沢を享受するためには、継続した取組とともに、常に景観を見直す姿

勢が必要であることから、必要に応じて施策を見直します。 

(1)  県全体に共通する景観の素地、仕組みづくり 

景観に関する知識の普及や情報の提供、『美しいやまぐちづくり』を促進するための 
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(2) 次代を担う子どもたちが、幼いころから景観に関心を持ち、美意識や豊かな感性を養 

う多様な機会が得られるよう、学校や地域社会において、地域の身近な景観に関する学 

習教材の作成や景観に関する学習プログラム等により、『美しいやまぐちづくり』に向 

けた教育や学習機会の提供に取り組みます。 

３ 生活の営みの持続による美しいやまぐちづくり 

(1) 地域の景観は、人々の生活が形となって現れたものであり、県民一人ひとりが地域の

景観を意識することや、マナーの向上を図るとともに、日常の営みや祭りなどの年中行

事の持続等により地域の景観を形成していくことが大切であることから、地域の実情を

踏まえたまちなみや棚田の保全活動、里山整備活動等、生活の営みの持続に向けた取組

を支援します。 

(2) 県民一人ひとりが心地よい景観の中で暮らし、身近で心地よく感じる景観を形成する 

ことが、他の地域から訪れる者にとっても魅力的であり、こうした景観を守り、育てる 

ことが、おもてなしともなることから、「山口県景観サポーター」や「山口県景観アド 

バイザー」等による心地よいと感じる景観の再発見や景観資源のデータベースの活用・ 

情報の発信等により、観光資源としての活用にも取り組みます。 

４ 個性豊かな地域景観づくり 

山口県の顔を形づくる上では、地域を映し出す鏡となる景観を「保全」・「創出」・「活用」

することが重要であり、建造物やそれらの集合体でもあるまちなみ並びにその周辺におけ

る行為を誘導・規制していかなくてはならないことから、「山口県景観アドバイザー」の

派遣等により、市町が景観法に基づいて取り組む景観計画の策定や住民と一体となって進

める景観形成等を支援します。 

５ 良好な公共空間の形成による美しいやまぐちづくり 

公共施設は、地域の公共空間を構成する重要な要素であり、また、公共事業による景観

形成は、民間建築活動等に影響を与え、良好な公共空間に導く効果が期待されることから、

公共事業景観形成ガイドラインの策定、公共事業における景観評価及び緑化の推進等を通

じて先導的に取り組みます。  

  

第第３３  良良好好なな景景観観のの形形成成にに関関すするる施施策策のの実実施施にに関関すするる重重要要事事項項  

１ 県の役割 

景観の形成においては、地域に最も近い基礎的自治体である市町が中心的役割を担うこ

とが望ましいため、「県全体に共通する景観の素地、仕組みづくり」、「景観に関する意識啓

発」、「市町及び住民への支援、広域調整」、「先導的な取組」、「人材育成・教育」を県の役

割として施策を推進します。 

２ 施策実施上の留意事項等 

施策の実施に当たっては、特に次の事項に留意するとともに、現在及び将来において県

民が良好な景観の恵沢を享受するためには、継続した取組とともに、常に景観を見直す姿

勢が必要であることから、必要に応じて施策を見直します。 

(1)  県全体に共通する景観の素地、仕組みづくり 

景観に関する知識の普及や情報の提供、『美しいやまぐちづくり』を促進するための 

ネットワーク化等、県全体に共通する景観の素地、仕組みづくりに努めます。 

(2)  市町及び住民への支援、広域調整 

市町や住民が行う『美しいやまぐちづくり』を支援し、また、単独の市町では完結 

しない、山や河川、海岸、道路といった広がりのある景観形成への取組について、必 

要に応じて、広域的な観点から市町間の調整等に努めます。 

(3)  先導的な取組 

公共事業による良好な公共空間づくりや地域景観ワークショップのモデル的な実施 

等、先導的な取組に努めます。 

(4) 総合的な取組 

『美しいやまぐちづくり』は、総合的な視点から複数の施策を連携させ、推進する 

ことが必要であることから、施策の実施においては、各部局の連携した取組に努めま 

す。 

(5) 協働による取組 

『美しいやまぐちづくり』は、住民、事業者、市町及び県の協働による取組が重要 

であることから、主体である市町の取組を尊重するとともに、主役である住民及び事 

業者が参加できる機会を設けることに努めます。  
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